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第１  人事行政の運営の状況 

 

 

１  職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１）職員の採用 

   平成 25年度に新たに採用された一般職の職員の状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 合   計 一般行政職 技能労務職 

新規採用 4人 4人 0人 

 

（２）職員の離職 

   平成 25年度に離職した一般職の職員の状況は、次のとおりです。 

（単位：人） 

区    分 合   計 一般行政職 技能労務職 

離 

職 

定年退職 4人 3人 1人 

そ の 他 2人 2人 0人 

 

（３）職員数 

 ①部門別職員数の状況と主な増減理由 

（各年度 4月 1日現在） 

 部    門 
職     員     数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成 25年度 平成 26年度 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

町長部局等 122人 124人 2人 
新規採用・退職者に伴う

新陳代謝による増 

教育委員会 18人 17人 ▲1人  

 
事 務 局 15人 15人 0人  

義務教育 3人 2人 ▲1人 退職者による減 

小    計 140人 141人 ▲1人  

公

営 

企

業 

会

計 

部

門 

公営企業会計部門 6人 6人 0人  

小    計 6人 6人 0人  

合         計 146人 147人 1人  

（注）１ 「町長部局等」には、議会事務局及び農業委員会等を含みます。 

２ 「義務教育」は、公立小学校の給食調理員等。 
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 ②年齢別職員構成の状況（平成 26年 4月 1日現在） 

 

（教育長除く） 

 

 ③適正な定員管理の取組 

  財政状況の厳しい中において、組織の簡素・合理化や事務事業の見直し等を行い、町

長部局をはじめ教育委員会等全ての部門において、適正な定員管理を実施しています。 

 第１次門川町行財政改革構想（平成２１～２５年度）においては、平成２５年度末の職

員数目標を１６０人としておりましたが、職員の退職・採用に伴う新陳代謝等により、

平成２６年４月１日現在で１４６人となっています。 

  今後も、現職員数を基礎として社会情勢及び組織・機構の再編等を考慮し、適正な定

員管理に努めていきます。 

 

 

○定員管理の数値目標の年次別進捗状況の概要 

（各年 4月 1日現在 単位：人） 

 

（注）１ 「町長部局等」には、議会事務局及び農業委員会等を含みます。 

   ２ 合計職員数の（  ）内の数値は、教育長を除いた職員数を示しています。 

３ 増減は、各年の欄にあっては対前年度比の職員増減数を示しています。 

 

 

区 

 

分 

20歳 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

以上 
計 

職 

員 

数 

0人 10人 20人 15人 17人 12人 13人 16人 8人 21人 14人 0人 146人 

区 分 

部 門 
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

過去 5年間の 

増減数（率） 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

町長 

部局等 

職員数 135 130 128 125 122 124  

増減  △5 △2 △3 △3 2 △11（△8.1％） 

教育 

委員会 

職員数 19 20 18 17 18 17  

増減  1 △2 △1 1 △1 △2（△10.5％） 

公営

企業 

会計 

部門 

公営 

企業 

会計 

部門 

職員数 5 6 6 6 6 6  

増減  1 0 0 0 0 1（20％） 

合 

計 

職員数 
159 

（158） 

156 

（155） 

152 

（151） 

148 

（147） 

146 

（145） 

147 

（146） 
 

増減  △3 △4 △4 △2 1 △12（△7.5％） 
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２  職員の給与の状況 

 【給与決定のしくみ】 

  職員（町長、町議会議員等の特別職を除く。以下同じ。）の給与は、地方公務員法に 

より生計費、国や他の地方公共団体の職員の給与、民間事業従事者の給与などを考慮し 

て定めることとされており、国家公務員給与についての人事院勧告の内容や県内の状況 

を調査し勧告を行っている宮崎県人事委員会の勧告内容を参考としています。 

  職員の給与は、人事院勧告や県人事委員会勧告を基本に、他の地方公共団体との均衡 

も考慮して、町議会の審議を経て条例で定められています。 

 

 【職員の給与の概要】 

  職員の給与は、基本給としての給料と期末・勤勉手当（いわゆるボーナス）、扶養手 

当、住居手当、通勤手当、退職手当などの職員手当からなっており、その内容は、国家 

公務員の給与に準じたものになっています。 

 

（１）総括 

 ①人件費の状況（普通会計決算） 

 

 ②職員給与費の状況（普通会計決算） 

注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

   ２ 職員数は、平成 25年 4月 1日現在の人数です。 

 

 ③ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在） 

H20.4.1

93.0 

H20.4.1

96.4 H20.4.1

94.2 

H25.4.1

100.9 

H25.4.1

104.0 
H25.4.1

103.2 

H25.4.1

（参考値）

93.2

H25.4.1

（参考値）

96.2

H25.4.1

（参考値）

95.4

H25.10.1

（減額時）
99.0 

H25.7.1

（減額時）

102.3 

H25.7.1

（減額時）

101.4 

85.0 

90.0 

95.0 

100.0 

105.0 

110.0 

門川町 類似団体平均 全国町村平均

注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で 

比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を 

補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。 

２ 「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給 

与減額措置が無いとした場合の値です。 

 

区分 
住民基本台帳人口 

（25年度末） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

24年度の人件費率 

25年度 
人 

18,947 

千円 

7,162,072 

千円 

210,823 

千円 

1,120,223 

％ 

15.6 

％ 

16.8 

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ 

25年度 
人 

128 

千円 

449,663 

千円 

53,108 

千円 

160,270 

千円 

663,041 

千円 

5,180 
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 ④給与改定の状況 

  ア 月例給 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「民間給与」、「公務員給与」は、宮崎県人事委員会勧告において公務員の 4月 

分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。 

 

  イ 特別給 

区分 

宮崎県人事委員会の勧告 
門川町の年

間支給月数  

（参考） 

国の年間

支給月数 

民間の支給 

割合  Ａ 

公務員の 

支給月数Ｂ 

較 差 

Ａ－Ｂ 

勧   告 

(改定月数) 

25年度 3.94 3.95 ▲0.01 0 3.95 3.95 

（注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、 

「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 ①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（26年 4月 1日現在） 

  ア 一般行政職 

 

 

 

 

  イ 技能労務職 

区分 

公務員 

 
平均年齢 職員数 平均給料月額 

平均給与月額 

（A） 

平均給与月額 

（国ベース） 

門川町 

（給食調理員） 
53.8歳 5人未満 348,400円 356,650円 355,650円 

区分 

民間 参考 

対応する民間

の類似職種 

平均 

年齢 

平均給与月額 

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

門川町 

（給食調理員） 
調理士 47.1歳 195,500円 1.82 5,751,500円 2,677,200円 2.15 

（注）１ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用し 

ています。（平成 23～25年の 3ヶ年平均） 

２ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態 

等の点において完全に一致しているものではありません。 

３ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給 

与月額を 12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手 

当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算額です。 

 

 

区分 

宮崎県人事委員会の勧告 
門川町の 

給与改定率 

 

（参考） 

国の改定率 
民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較 差 

Ａ－Ｂ 

勧  告 

（改定率） 

25年度 

円 

370,905 

円 

370,719 

 

円 

186 

(0.05%) 

％ 

0 

 

％ 

0 

％ 

0 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

門川町 38.6歳 283,100円 325,765円 303,396円 
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 ②職員の初任給の状況（26年 4月 1日現在） 

 

区       分 門川町 国 

一般行政職 
大  学  卒 172,200円 172,200円 

高  校  卒 140,100円 140,100円 

技能労務職 
高校卒（技能免許） 140,100円  

中学卒（労務乙）   

（注） 初任給の額は、学校卒業後すぐに採用された場合の給料月額です。 

 

（３）一般行政職の級別職員数等の状況 

 ①一般行政職の級別職員数の状況（26年 4月 1日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

1級 主事・技師の職務 11人 11.2％ 

2級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事・技師の職務 25人 25.5％ 

3級 
1 係長の職務 

2 主査の職務 
38人 38.8％ 

4級 
1 課長補佐の職務 

2 保育所長、主幹の職務 
13人 13.3％ 

5級 
1 課長等（6級に指定された課長等を除く） 

2 参事の職務 
8人 8.2％ 

6級 町長の指定する課長等 3人 3.0％ 

（注）１ 門川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

11.2% 10.2% 8.1%

25.5% 25.5%
24.2%

38.8%
36.8%

32.3%

13.3% 16.3%
25.3%

8.2% 10.2% 9.1%
3.0% 1.0% 1.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成26年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

6級

5級

4級

3級

2級

1級

 

（注） 平成 18年に 8級制から 6級制に変更しています。（旧給料表の 1級及び 2級並び 

に 4級及び 5級をそれぞれ統合） 
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（４）職員の手当の状況 

 ①期末手当・勤勉手当 

門  川  町 国 

1人当たり平均支給額（25年度） 

1,244千円 

 

（25年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

   2.60月分    1.35月分 

（25年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

2.60月分    1.35月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5％～15％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5％～20％ 

・管理職加算  10％～25％ 

（注） 期末手当・勤勉手当の支給額は、給料の月額に一部の手当と役職加算に応じた額 

を加えた額に上記支給割合を乗じた額になります。 

 

 ②退職手当（26年 4月 1日現在） 

門   川   町 国 

○退職手当の基本額 

 （支給率）  自己都合  勧奨・定年 

勤続 20年  21.62月分  27.025月分 

 勤続 25年  30.82月分  36.570月分 

 勤続 35年  43.70月分   52.440月分 

最高限度額  52.44月分  52.440月分 

その他の加算 定年前早期退職者特例措置 

（2％～20％加算） 

○退職手当の調整額 

 調整月額   0円～ 43,350円 

○1人当たり平均支給額 

        自己都合  勧奨・定年 

         790千円  22,899千円 

○退職手当の基本額 

 （支給率）  自己都合  応募認定・定年 

勤続 20年  21.62月分  27.025月分 

 勤続 25年  30.82月分  36.570月分 

 勤続 35年  43.70月分  52.440月分 

最高限度額  52.44月分  52.440月分 

その他の加算 定年前早期退職者特例措置 

（2％～45％加算） 

○退職手当の調整額 

 調整月額   0円～ 79,200円 

 

（注）１ 退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時給料月額×支給率）に、退職手当 

の調整額（職員が在職した上位 60月分の調整月額の合計額）を加えて得た額に 

なります。 

   ２ 退職手当の 1人当たり平均支給額は、25年度に退職した職員に支給された平均 

額です。 
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③特殊勤務手当（26年 4月 1日現在） 

支給実績（25年度決算） 442,000円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（25年度決算） 23,263円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 13.6％ 

手当の種類（手当数） 4種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

税務事務等従事職員の 

特殊勤務手当 
税務課職員 

納税義務者等を訪問 

して行う徴税等の賦 

課徴収 

月額 2,000円（ただし、その 

月の勤務日数が 20日以内の場 

合は日割計算） 

伝染病防疫作業従事 

職員の特殊勤務手当 
産業振興課職員 

伝染病患者や疑いの 

ある患者の救護、伝染 

病菌を有する又は疑 

いのある家畜につい 

て行う防疫作業 

日額 200円 

行旅死亡人の取扱いに 

従事した職員の特殊 

勤務手当 

福祉課職員 

死亡人の移送、埋火葬 

等、死亡人に接する業 

務 

死体処理 1件につき 1,500円 

用地買収、家屋移転等 

の交渉業務に従事する 

職員の特殊勤務手当 

建設課職員 
用地買収、家屋移転等 

の交渉業務 
日額 200円 

 

 

④時間外勤務手当 

支給実績（25年度決算） 21,266千円 

職員 1人当たり平均支給年額（25年度決算） 165千円 

支給実績（24年度決算） 21,430千円 

職員 1人当たり平均支給年額（24年度決算） 151千円 

 

 

⑤その他の手当（26年 4月 1日現在） 

手当名 
概要及び支給単価 

（月額） 

国の 

制度 

との 

異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（25年度決算） 

支給職員 1人当た 

り平均支給年額 

（25年度決算） 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある

職員に支給 

・職務の級別等により定率

（最高 10％） 

異 

給料表別、職

務の級別等に

より定額 
5,721千円 440,112円 

扶養手当 

扶養親族がある職員に支給 

・配偶者   13,000円 

・配偶者以外  6,500円 

16歳～22歳の子1人につき

5,000円を加算 

同 

 

15,871千円 255,996円 

住居手当 

住宅を借り受け、又は所有

している職員に支給 

・借家（最高）27,000円 
同 

 

       
7,565千円 270,161円 
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通勤手当 

通勤距離が片道 2km 以上

で、交通機関を利用又は交

通用具を使用して通勤して

いる職員に支給 

・交通機関等利用者 

 運賃等総額を期間で除し

た金額 

(但、月額最高 55,000円) 

同 

 

2,929千円 43,068円 

管理職員 

特別勤務 

手当 

管理職手当受給対象職員

が、臨時又は緊急の必要等

により週休日等に勤務した

場合に支給 

・勤務 1回につき 4,000円 

・6 時間を超える勤務は

6,000円 

同 

 

 

210千円 30,000円 

 

 

（５）特別職の報酬等の状況（26年 4月 1日現在） 

区  分 給    料    月    額    等 

給 料 
町 長 

副町長 

734,000円 

591,000円 

報 酬 

議 長 

副議長 

議 員 

298,000円 

228,000円 

208,000円 

期末手当 

町 長 

副町長 

議 長 

副議長 

議 員 

（25年度支給割合）    2.95月分 

（25年度支給割合）    2.95月分 

（25年度支給割合）    2.95月分 

（25年度支給割合）    2.95月分 

（25年度支給割合）    2.95月分 
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（６）公営企業職員の状況 

 

 

 ① 水道事業 

 

  ア 職員給与費の状況 

区分 総費用 
純損益又は 

実質収支 
職員給与費 

総費用に占める 

職員給与費比率 

（参考） 

23年度の総 

費用に占め 

る職員給与 

25年度 
千円 

271,470 

千円 

30,515 

千円 

25,396 

％ 

9.4 

％ 

14.9 

 

区分 

職員

数 

Ａ 

給    与    費 
一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給料 職員手当 期末勤勉手当 計 Ｂ 

25年度 
人 

6 

千円 

 17,601 

千円 

1,617 

千円 

6,178 

千円 

25,396 

千円 

4,233 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

   ２ 職員数は 26年 3月 31日現在の人数です。 

 

 

  イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（26年 4月 1日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

門川町 39.2歳 
円 

297,400 

円 

412,983 

（注）１ 基本給は、「給料」「扶養手当」及び「地域手当（本町は非該当）」の月額の合

算額です。 

２ 平均月収額は、平均年収額（期末・勤勉手当等を含む）を 12で除した額です。 

 

 

 

  ウ 職員の手当の状況 

 期末手当・勤勉手当 

門   川   町 

1人当たり平均支給額（25年度） 

1,030千円 

（25年度支給割合） 

期末手当   勤勉手当 

    2.60月分   1.35月分 

加算措置の状況 

職制上の段階、職務の等級による加算措置 

・役職加算  5％～15％ 

（注） 期末手当・勤勉手当の支給額は、給料の月額に一部の手当と役職加算に応じた額 

を加えた額に上記支給割合を乗じた額になります。 
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 退職手当（26年 4月 1日現在） 

門   川   町 

○退職手当の基本額 

 （支給率）  自己都合   勧奨・定年 

 勤続 20年   21.62月分  27.025月分 

 勤続 25年   30.82月分  36.57 月分 

 勤続 35年   43.70月分  52.44 月分 

 最高限度額   52.44月分  52.44 月分 

 その他の加算  定年前早期退職者特例措置 

（2％～20％加算） 

○退職手当の調整額 

 調整月額    0円～ 43,350円 

（注）１ 退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時給料月額×支給率）に、退職 

    手当の調整額（職員が在職した上位 60月分の調整月額の合計額）を加えて得 

    た額になります。 

 

 特殊勤務手当（26年 4月 1日現在） 

支給総額（25年度決算） 0円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（25年度決算） 0円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 0％ 

手当の種類（手当数） 0種類 

手当の名称 
主な支給 

対象職員 
主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

なし   
 

 

 

時間外勤務手当 

支給実績（25年度決算） 367千円 

職員 1人当たり平均支給年額（25年度決算） 73千円 

支給実績（24年度決算） 331千円 

職員 1人当たり平均支給年額（24年度決算） 55千円 

 

その他の手当 

手当名 支給実績（25年度決算） 支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 

管理職手当 478千円 478,440円 

扶 養 手 当 606千円 202,000円 

住 居 手 当 0千円 0円 

通 勤 手 当 169千円 41,700円 

管理職員特別 

勤 務 手 当 
0千円 0円 
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３  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

  職員の勤務時間その他の勤務条件は、国及び他の地方公共団体の職員との間に権 

衝を失しないように考慮して、条例等で定めています。 

 

 （１） 勤務時間 

   一般的な職員の勤務時間は次のとおりです。 

1週間の勤務時間 1日の勤務時間 
勤 務 時 間 の 割 振 り 

始 業 終 業 休 憩 時 間 

38.75時間 7.75時間 8時 30分 17時 15分 12時 00分～13時 00分 

 

 （２） 休 暇 

   給与が支給される有給休暇としては、事由を問わず毎年付与される年次休暇と、 

結婚・出産等の特定の事由に基づいて認められる特別休暇等があります。また、 

給与が支給されない無給休暇として、介護休暇等があります。 

 

  年次休暇の任命権者別平均取得日数（平成 25年(暦年) 単位：日） 

区分 町長部局 教育委員会 各種委員会 全部局 

取得日数 10.1 12.9 13.5 10.5 

 

４  職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

  分限処分とは、職員が十分に職責を果たすことができない場合に、公務能率を維 

持するために行う処分をいい、また、懲戒処分とは、職員の義務違反に対して、公 

務における秩序を維持するために職員の責任を追及する処分をいいます。 

  平成 25年度の処分の状況は、次のとおりです。 

 

 （１） 分限処分 

 分限処分の状況（平成 25年度）                  （単位：人） 

処分理由 地方公務員法 降任 免職 休職 降給 合計 失職 

勤務成績が良くない場合 第 28条第 1項第 1号 1 0   1  

心身の故障の場合 第 28条第 1項第 2号 

及び 

第 28条第 2項第 1号 

0 0 

 

11  11 

 

職に必要な適格性を欠く 

場合 

第 28条第 1項第 3号 
0 0 

 
 0 

 

職制、定数の改廃、予算 

の減少により廃職、過員 

を生じた場合 

第 28条第 1項第 4号 

0 

 

0 

 

 0 

 

刑事事件に関し起訴され 

た場合 

第 28条第 2項第 2号  
 0 0 0 

 

条例で定める事由による 

場合 

第 27条第 2項  
 0 0 0 

 

地方公務員法第 28条第 4項により失職した者      0 

合          計 1 0 11 0 12 0 

（注）１ 休職に付されている者の休職期間が更新された場合は、その都度計上して 

います。 
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 （２） 懲戒処分 

 懲戒処分の状況（平成 25年度）                （単位：人） 

処分理由 地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 第 29条第 1項第 1号 3 1 0 0 4 

職務上の義務に違反し

又は職務を怠った場合 
第 29条第 1項第 2号 0 0 0 0 0 

全体の奉仕者たるに 

ふさわしくない非行の 

あった場合 

第 29条第 1項第 3号 0 0 0 0 0 

合        計 3 1 0 0 4 

 

 

５  職員の服務の状況 

 

  職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当 

たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこととされており、法令及 

び職務命令に従う義務をはじめとして、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職 

務に専念する義務など、職務上の制約が課されています。 

  これらの服務規律を保持するため、懲戒制度が設けられており、さらに制度の趣 

旨を徹底させるため、公務員倫理に関する研修を実施するほか、適宜機会をとらえ 

て必要な指導徹底の通知等を行い、適切な処理を行っています。 

 

 

６  職員の研修の状況 

 

  職員の研修については、職員の勤務能率の発揮及び増進を目的として、集合研修 

の派遣を中心に様々な研修を実施しています。 

  平成 25年度に行われた主な研修は次のとおりです。 

職員研修の種別 研修の内容 

職場研修支援 

・新規採用職員研修 

・メンタルタフネス研修 

・リスクコミュニケーション研修 

・事務執行に関わる研修 

職場外研修 

（研修所等） 

・階層別研修（新規採用者、各職制ごとの研修等） 

・能力開発研修（法務研修、管理者向けの研修等） 

・専門実務研修（特殊業務に関する研修等） 

・海外派遣研修  ・ＢＳＲ研修     等 

職場外研修 

（派遣等） 

・日向・入郷地域介護認定審査会事務局派遣 

 

 

 

７  職員の福祉の状況 

  門川町では、地方公務員法、労働安全衛生法等に基づき、職員の公務能率の増進 

を図るため、福利厚生事業を実施しています。 

  平成 25年度の実施状況は次のとおりです。 

職員の健康管理 
職員が健康かつ、安心して業務に従事できるよう、以下の事業を実施しました 

・健康診断の実施 
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８  平成 25年度職員の競争試験及び選考の状況 

 

 （１） 競争試験の状況について 

   職員の採用は、地方公務員法上、原則として競争試験によるものとされています。 

   平成 25年度の競争試験の状況は、次のとおりです。 

種類 区分試験 
採 用 

予定数 

受験 

申込 

者数 

Ａ 

第 1次試験 第 2次試験 
競 争 

倍 率 

Ｂ÷Ｅ倍 

受験 

者数 

Ｂ 

合格 

者数 

Ｃ 

受験 

者数 

Ｄ 

合格 

者数 

Ｅ 

大学卒業程度 一般事務 若干名 61 44 12 12 5 8.8 

短大卒業程度 保育士 若干名 9 5 5 4 2 2.5 

高校卒業程度 一般事務 若干名 19 15 3 3 1 15.0 

合    計   89 64 20 19 8 8.0 

 

 

 （２） 選考の状況について 

   ア 職員の選考採用 

    職員の採用は、地方公務員法上、原則として競争試験によるものとされています 

が、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる職等については、任命 

権者の承認を得て選考により採用が行われます。 

    平成 25年度の選考採用者は 0名です。 

 

   イ 役付職員への昇任選考 

    昇任については、一定の基準を満たす職員の中から昇任選考が行われますが、こ 

れについては任命権者の承認が必要であり、平成 25年度の役付への昇任選考は 25 

名です。 

 

 

 

第２  平成 25年度における門川町公平委員会の業務の状況 

 

 

１  勤務条件に関する措置の要求の状況について 

  この制度は、地方公務員法第 46条の規定に基づき、職員から給与、勤務時間その他 

の勤務条件に関し適当な措置が執られるべきことの要求があった場合に、これを審査し 

て判定を行い、その結果に基づいて必要な措置の勧告を行うものです。 

  平成 25年度は、前年度からの係属案件、新たな措置要求ともにありませんでした。 

 

２  不利益処分に関する不服申し立ての状況について 

  この制度は、地方公務員法第 49条の 2の規定に基づき、職員から懲戒その他その意 

に反する不利益な処分についての不服申し立てがあった場合に、これを審査し、判定を 

行うとともに、必要に応じ適切な是正の指示を行うものです。 

  平成 25年度は、前年度からの係属案件、新たな不服申し立てともにありませんでし 

た。 


